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○建設コンサルタント業務等における一般競争入札の実施について 

 

 

 
      

 

〔沿革〕 平成28年３月18日経企発第44号、事事発第15号改正  

 平成31年２月28日経総発第28号改正 

 令和４年１月26日経会発第107号改正 

 

 

建設コンサルタント業務及び地質調査業務（この通達において「建設コンサルタント業務

等」という。）の発注に関し、契約予定金額が別に定める額未満のものについては、随意契

約方式（プロポーザル方式を含む。）による場合を除き簡易公募型競争入札により実施して

きたところであるが、入札の競争性、透明性及び公正性の更なる向上を図るため、一般競争

入札方式を適用することとし、その手続を下記のとおり定めたので、十分留意の上、実施さ

れたい。 

 

記 

１ 対象業務 

本手続は、「プロポーザル方式に基づく建設コンサルタントの特定手続きについ

て」（平成６年７月１日付け契経発第31号、計設発第46号）記の１の対象業務に該

当しない建設コンサルタント業務等に適用する。 
（平成28経企発44、事事発15・一部改正） 

 

２ 入札の公告 

契約職は、１の対象業務を一般競争に付そうとする場合においては、関係総合事務所

において掲示するとともにホームページへの掲載により公告するものとする。 

 

３ 競争参加資格 

（１） 競争参加資格は、次の通りとするものとする。 

① 建設コンサルタント等の選定等に関する達（平成６年達８号。以下「達」という。）第

２条第１号の規定に該当し、かつ、第２条の２の規定に該当しない者であること。 

② 対象業務について、達に基づく一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けて

いること（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続の開

始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、理事長が別に定め

る手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。 

③ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（②の再認定を受けた者を除

く。）でないこと。 

④ 対象業務に係る区域において、日本下水道事業団（以下「事業団」という。）から

建設コンサルタント業務等に関し工事請負契約等に係る指名停止等取扱要領（昭

和59年７月２日付け経契発第13号、以下「指名停止取扱要領」という。）に基づく指

名停止中でないこと。 

平成２３年５月３０日経法発第１１号 

             事事発第９号 

理事長から各所属長あて 



42220 

2 

⑤ 対象業務と同種業務の実績があること。なお、同種の業務の実績の対象期間は

原則として10年間とすること。 

⑥ 一定の資格、また、実務経験を有する技術職員を一定以上有するものであるこ

と。 

⑦ 一定の資格、実務経験を有し、また、一定以下の手持業務件数を有する技術職

員を、当該業務に配置できること。 

⑧ 当該業務地等の業務の実績があること。（必要と認める場合に限る。） 

⑨ その他契約職が必要と認める事項に合致すること。 

（２） 契約職は、入札に際し、競争参加資格として（１）に掲げる事項を公告するととも

に、入札説明書においても当該事項を明らかにするものとする。 
（令和4経会107・一部改正） 

 

４ 競争参加資格の決定 

３の競争参加資格についての詳細は、対象業務ごとに、工事請負業者の選定等に関

する達（平成６年達第７号）第15条に定める入札･契約手続運営委員会（以下「運営委員

会」という。）の議を経て、契約職が決定するものとする。 

 

５ 入札説明書の交付 

（１） 契約職は、２の公告後速やかに、入札説明書を交付するものとする。 

（２） 入札説明書は、建設コンサルタント業務等における一般競争入札の実施の運用

について（平成23年５月30日付経法発第11号、事事発第９号）に定める別紙３の標準

入札説明書例により作成するものとし、別冊として、公告の写し、契約書案、入札心

得、図面、仕様書、現場説明書を添付するものとする。 

（３） 入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法を公告において明らかにするも

のとする。 

（４） 入札説明書の交付に当たっては、実費を徴収することができるものとし、実費を徴

収する場合においては、その旨を公告において明らかにするものとする。 

 

６ 申請書及び資料の提出 

（１） 契約職は、一般競争入札に参加する者の競争参加資格を確認するため、参加希

望者から競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認

資料（以下「資料」という。）の提出を求めるものとする。 

（２） 契約職は、（１）の申請書及び資料の提出を求めるに際して、原則として、入札説

明書の交付を開始した翌日から起算して７日の提出期間を設定するものとする。 

（３） 申請書及び資料の提出先は、契約職東日本本部長に係る案件にあっては関東・

北陸総合事務所契約課、契約職西日本本部長に係る案件にあっては近畿総合事務

所契約課とする。 

（４） 申請書及び資料の提出は、原則として、電子入札システムによるものとし、契約職

の承諾を得た場合は、紙による持参、郵送（書留郵便に限る。）又は託送（書留郵便

と同等のものに限る。）により行うものとする。 

（５） 期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに契約職が競争参加資格がな

いと認めた者は、当該競争に参加することができないものとする。 

（６） （１）から（４）までに掲げる事項を公告において明らかにするものとする。 

（７） （１）から（５）までに掲げる事項及び次に掲げる事項を入札説明書において明らか

にするものとする。 
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① 申請書及び資料は、入札説明書において示す様式により作成すること。 

② 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とすること。 

③契約職は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に

無断で使用しないこと。 

④提出された申請書及び資料は返却しないこと。 

⑤提出期限以降における申請書又は資料の差替え及び再提出は認めないこと。 

⑥ 申請書及び資料に関する問合せ先 

⑦ その他契約職が必要と認める事項 
（平成31経総28・一部改正） 

 

７ 資料の内容 

（１） 資料の内容は、①から④までとするものとし、資料の内容を入札説明書において

明らかにするものとする。 

なお、②の同種業務の実績及び③の配置予定の技術者の同種業務の経験につい

ては、業務が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載することができるものとし、そ

の旨を入札説明書において明らかにするものとする。 

① 保有する技術職員の状況 

② 同種業務の実績 

３（１）⑤に掲げる資格があることを判断できる同種業務の実績 

③  配置予定の技術者 

３（１）⑦に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種業務

の経験及び申請時における他業務の従事状況等 

④ 当該業務地等での業務実績（必要と認める場合に限る。） 

（２） 契約職は、特に必要があると認めるときは、（１）①から④に加えて（１）に掲げる資

料の内容を証明するための書類を資料として求めることができるものとし、当該資料

の提出を求める場合においては、その旨を入札説明書において明らかにするものと

する。 
（平成28経企発44、事事発15・一部改正） 

 

８ 競争参加資格の確認 

（１） 契約職は、申請書及び資料の提出者の競争参加資格の有無について確認を行

うものとする。 

（２） (１）の確認は、運営委員会の議を経て行うものとする。 

（３） (１）の確認の基準日は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとする。 

ただし、３（１）④の指名停止については、申請書及び資料の提出期限の日から競争参

加資格の確認を行う日までの全ての期間について確認するものとする。 

（４） 契約職は、原則として、申請書及び資料の提出期限の日の翌日から起算して10

日以内に、競争参加資格の確認の結果を申請書及び資料の提出者に対し通知する

ものとする。 

（５） （４）の通知は、別記様式にて、原則として、電子入札システムにより行うものとす

る。 

（６） （４）の通知に当たっては、競争参加資格がないと認めた者に対しては、その理由

を付すとともに、所定の期限内に競争参加資格がないと認めた理由について説明を

求めることができる旨を明記するものとする。 

（７） （１）、（３）及び（４）に掲げる事項を入札説明書において明らかにするものとする。 
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（８） 契約職は、競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、

競争参加資格があると認めた者が指名停止取扱要領に基づく指名停止を受けた場

合、当該者に対する（４）の通知を取り消し、競争参加資格がないと認めたことを通知

するものとする。なお、この通知に当たっては、（６）の規定を適用するものとする。 

 

９ 苦情申立て 

（１） 競争参加資格がないと認められた者は、８（４）の通知の期限の日の翌日から起算

して７日（日本下水道事業団就業規則（昭和48年３月５日付規程第５号）第９条に規

定する事業団の休日（以下「休日」という。）を除く。）以内に、契約職に対して競争参

加資格がないと認めた理由について説明を求めることができるものとする。 

（２） 競争参加資格がないと認められた者が説明を求める場合においては、原則とし

て、 

書面により行うものとする。 

（３） （２）の提出先は、契約職東日本本部長に係る案件にあっては関東・北陸総合事

務 

所契約課、契約職西日本本部長に係る案件にあっては近畿・中国総合事務所契約課

とするものとする。 

（４） 契約職は、（１）の説明を求められたときは、原則として、（１）の競争参加資格がな

いと認めた理由についての説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10

日以内に、説明を求めた者に対し、書面により回答するものとする。 

（５） 契約職は、（４）の回答内容を運営委員会に報告するものとする。 

（６） 契約職は、説明を求めた者に競争参加資格があると認める場合においては、８

（４） 

の通知を取り消し、（４）の回答と併せて競争参加資格がある旨を通知するものとする。 

（７） 契約職は、（６）の通知を行う場合については、運営委員会の議を経るものとする。 

（８） （１）から（４）までの事項を入札説明書において明らかにするものとする。 

 

10 入札説明書等に関する質問 

（１） 現場説明書及び入札説明書に対する質問書の提出があった場合においては、そ

の質問に対する回答書を、当該業務の契約事務を所掌する契約課にて掲示するも

のとする。 

（２） 質問書の提出期間は、原則として、入札説明書の交付を開始した日の翌日以降、

入 

札日の８日前までとするものとする。 

（３） 質問書の提出は、書面により行うものとする。 

（４） 質問に対する回答書の掲示は、原則として、質問書の提出期間の最終日の翌日

から起算して５日後までに開始し、入札執行の日の前日に終了するものとする。 

（５） （１）から（４）までに掲げる事項を入札説明書において明らかにするものとする。 

 

11 入札保証金及び契約保証金 

（１） 入札保証金は免除するものとする。 

（２） 契約保証金は納付させるものとする。ただし、銀行、契約職が確実と認める金融機

関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27 年法律

第184号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。）の保証をもって契約保証金
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の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保

証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。 

（３） （１）及び（２）に掲げる事項を公告及び入札説明書において明らかにするものとす

る。 

 

12 入札の執行 

（１） 入札は、電子入札により行うものとする。ただし、契約職の承諾を得た場合は、持

参又は郵送により紙による入札を行うことができるものとする。 

（２） 開札は、原則として、電子入札システムにより入札書の提出期限の日の翌日に行

うものとする。ただし、契約職の承諾を得て、入札参加者が紙による入札を行う場合

には、入札書を封筒に入れて封緘をして提出すること。 

（３） 入札執行回数は、原則として、２回を限度とする。 

（４） （１）及び（２）に掲げる事項を入札説明書において明らかにするとともに、落札者

の決定方法を公告及び入札説明書において明らかにするものとする。 

 

13 入札の無効 

（１） 公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載

をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札

を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。なお、契約

職により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において３（１）

に掲げる資格のない者も競争参加資格のない者とする。 

（２） （１）に関しては、公告するとともに入札説明書において明らかにするものとする。 

 

14 再苦情申立て 

契約職は、入札説明書及び９（４）の回答において、次に掲げる事項を明らかにするも

のとする。 

（１） 契約職からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、９（４）

の回答を受けた日の翌日から起算して７日（休日を除く。)以内に、書面により、理事

長に対して再苦情の申立てを行うことができる旨及び再苦情申立てについては入札

監視委員会が審議を行う旨。 

（２） 再苦情申立てについての受付窓口及び受付時間 

（３） 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先 

 

15 その他 

（１） 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限るも

のとし、その旨を公告及び入札説明書において明らかにするものとする。 

（２） 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止取扱要領に基

づく指名停止を行うことがある旨を入札説明書において明らかにするものとする。 

（３） 契約職は、落札者が７（１）③の資料に記載した配置予定の技術者が対象業務に

配置されるよう、必要な措置を講じるものとする。 
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附 則 

この通達は、平成23年６月１日以降に公告を行うものから適用する。 

附 則（平成28年３月18日経企発第44号、事事発第15号） 

１ この改正通達は、平成28年４月１日以降に公告を行うものから適用する。 

２ 建設コンサルタント業務等の一般競争入札方式（特定案件）の実施について（平成23年

経法発第９号、事事発第７号）は、廃止する。 

附 則（平成31年２月28日経総発第28号） 

この改正通達は、平成31年４月１日から適用する。 

附 則（令和４年１月26日経会発第107号） 

この改正通達は、令和４年１月26日から適用する。 
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別記様式 
 

 


